
１．ＡＤＳＬサービスについて

「日本の電気通信サービスにおける競争状況について」等に関する意見（1/3）

（１）　適切な市場状況把握のためには、直近の純増数などもみていく必要がある。
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【 参 考 】 最 近 の Ａ Ｄ Ｓ Ｌ 純 増 数 の 月 別 推 移 等

（２）　ＡＤＳＬサービスに関する競争状況把握については、インターネット利用サイドから見て代替的であると考えられ

るＣＡＴＶアクセスサービス、光アクセスサービス等を含めた競争市場をどう捉えるかといった課題がある。
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【参考】代替性が顕著な地域の競争状況

２．５万

１．４万 ２．９万

９．０万 ７８．０％

６７．０％

［１４．９末現在］

（注）東海・九州総合通信局ＨＰによる
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２．固定電話サービスについて

（１）　当該市場において、プレイヤーの支配力を判断する要素として、「その市場において、競争的価格以上の料

金設定などにより、超過利益を得ているか否か。（否の場合、当該サービス市場を“支配”していると言えるの

か、その市場は競争が期待される市場と言えるのか）」といった視点も必要である。

（２）　固定電話サービスの市場分析にあたっては、
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【参考】ＮＴＴ西日本の音声伝送役務の経年別収支状況（エリア全域）

①　上記１の状況を踏まえ、実際競争市場として機能していると想定される都市部の状況について、どの

ように区分して評価していくのか（地理的要素の重要性）

②　法人市場／個人市場の区分、直収サービスやＩＰ電話との代替性等をどのように評価に反映するか

といった課題がある。
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（注）平成１４年度の収入については、さらに１，５００億円程度の減収が見込まれている。
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■関西圏における光インターネットアクセスサービスの事例

（１）光ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽの競争状況

設備ベース
で有効競争
下にあり、
設備面での
ボトルネック
性が無い。

（２）光ファイバー保有量
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３．サービス市場とインフラ市場との関係について

当該市場は競争的であり、ＮＴＴ西日本の光設備に

ボトルネック性もないと考えられ、指定電気通信設備

規制を見直すべき。（一方が指定電気通信設備であ

ることによるｻｰﾋﾞｽ市場の非対称規制を無くすべき。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


